
 

歩くスキー普及事業実施要項 

 

1 趣旨 

冬季間における市民の健康・体力づくりと歩くスキーの普及を図るため、小樽からまつ公園運動

場付近市有林内に歩くスキーコースを設置し、小樽からまつ公園運動場運営ハウス及び歩くスキー

コースの開放を行う。 

 

2 開放施設 

 小樽からまつ公園運動場 運営ハウス【トイレ、ロビー、更衣室】（小 樽 市 最 上 ２ 丁 目 ２ 番 １ 号） 

 歩くスキーコース（別紙コース図参照） 

 

3 開放期間 

令和 8 年１月１0 日（土）～令和 8 年３月２２日（日） 

ただし、上記の期間中において、歩くスキーを実施するのに可能な日とする（別紙予定表参照） 

 

4 開放時間 

午前１０時～午後４時３０分 

 

5 その他 

上記開放期間中に、歩くスキー用具を所持していない方のために、用具の無料貸出しを行う。 

 貸出時間は、午前１０時から午後３時３０分までとする。 

【問合せ先：事業内容について】 

◆小樽市教育委員会 教育部 生涯スポーツ課 

  〒047-0034 小樽市緑 3 丁目 4 番 1 号 

ＴＥＬ：0134-32-4111（内線 7415） 

E-mail：syogai-sports@city.otaru.lg.jp 

【問合せ先：コース開放状況について】 

◆一般財団法人 おたる自然の村公社 

  〒047-0023 小樽市最上 2 丁目 2 番 1 号 

(小樽からまつ公園運動場運営ハウス 内) 

ＴＥＬ：0134-25-1701 

ＦＡＸ：0134-25-8120 


